
令和7年度における創業支援策の実施状況について
6.その他

実施機関名称 実施機関担当部署 問合せ先 施策種別 事業名・施策名等 内容
補助上限額・補助率・額／利用者

の費用負担等
実施時期 URL

千葉市
産業支援課スタート
アップ支援室

043-245-5292 6.その他
新規事業創出支援事業（Ｃ－Ｂ
ＩＤ）

専門スキルを有する副業兼業のプロ人材とマッ
チングを行い、副業プロ人材がプロジェクトメ
ンバーの1人としてイノベーションの創出（新商
品・新サービス開発等）を支援します。

プロ人材への報酬・交通費のみ
負担
※千葉市が、プロ人材データ
ベース利用料（求人掲載料）、
求人票作成、プロジェクト進捗
管理等に係るコンサルティング
費用を負担します。

未定
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/s
angyo/new-business.html

千葉市 産業支援課経営支援班 043-245-5284 6.その他 トライアル発注認定事業

市内の中小企業等が提供する優れた新製品（物
品）及び新役務（サービス）を千葉市が認定
し、積極的にPRを行うことなどによって販路拡
大を支援する目的で実施するものです。

応募：無料 未定
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/s
angyo/trial.html

松戸市 ビジまど
ビジまど
047-710-3530
info@biz-mado.jp

6.その他
松戸ビジネスサポートセンター
「ビジまど」

市内中小企業者の伴走型支援の相談所 無料
平日9時から17時まで
（予約制）

https://biz-mado.jp/

山武市商工会
山武市商工会
0479-86-5147

6.その他 エキスパートバンク
相談内容により、適切な専門家を直接企業へ派
遣。派遣日数最大3日程度

初回は無料。２回目以降は各回
ごと10,000円程度負担。

随時

山武市商工会
山武市商工会
0479-86-5147

6.その他
相談アドバイザーによる伴走支
援体制強化事業

経営の専門家が商売の相談に応じます。(要予
約)

無料
令和７年７月～令和８
年２月を予定

山武市商工会
山武市商工会
0479-86-5147

6.その他 中小企業診断士相談窓口
事業環境変化等に直面する中小・小規模事業者
に対する支援。創業支援も行う。

無料
毎月第１木曜日及び第
３木曜日　午前９時～
午後４時　(予定)

山武市商工会
山武市商工会
0479-86-5147

6.その他 社会保険労務士相談窓口
経営の専門家が労務関係の相談に応じます。(要
予約)

無料

６回（令和７年５月～
令和８年３月まで２ヵ
月に１回　第１月曜日
を予定）

成田市
成田市商工振興企業立
地課

電話0476-20-1623 6.その他
小規模事業者・創業者向け政策
金融公庫融資利子補給制度

日本政策金融公庫の新創業融資制度から受けた
融資の利子に対する利子補給

年0.5％又は償還利子の約定年
率の2分の1のいずれか低い利率

申請時期１月（１年
毎）

https://www.city.narita.chiba.jp/business/pag
e152800_00001.html
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